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行政からの

お らせ知
information

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

消
費
者
情
報

災
害
に
便
乗
し
た

　
　
　
　
　

悪
質
メ
ー
ル
に
ご
注
意
！

　

災
害
時
の
混
乱
や
、
被
災
者
を
支
援

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
つ
け
こ
ん
だ

便
乗
商
法
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

事
例
１　

地
震
の
揺
れ
を
感
じ
た
直
後

「
地
震
速
報
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
メ
ー

ル
が
届
き
、「
詳
細
情
報
」
を
ク
リ
ッ

ク
し
た
と
こ
ろ
、
突
然
出
会
い
系
サ
イ

ト
に
つ
な
が
り
利
用
料
金
を
請
求
さ
れ

た
。

事
例
２　

友
人
か
ら
震
災
募
金
の
協
力

要
請
の
メ
ー
ル
が
届
き
、
同
じ
内
容
を

10
人
に
メ
ー
ル
す
る
よ
う
に
か
か
れ
て

い
た
。

ア
ド
バ
イ
ス　

 

・
地
震
に
関
す
る
情
報
提
供
を
装
っ
て

出
会
い
系
サ
イ
ト
や
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

に
誘
導
す
る
手
口
が
あ
り
ま
す
。
ト
ラ

ブ
ル
に
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

・
多
数
の
人
へ
の
メ
ー
ル
転
送
を
強
要

す
る
「
チ
ェ
ー
ン
メ
ー
ル
」
は
、
内
容

の
真
偽
が
不
明
で
、
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
負
担
を
か
け
ま
す
。
転
送
は
絶
対

に
や
め
ま
し
ょ
う
。

◆
山
武
市
消
費
生
活
相
談
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（82）
８
４
５
３

日　

時　

毎
週
月
曜
日
・
金
曜
日　

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
半

車
上
ね
ら
い
急
増
中
!!

　

山
武
警
察
署
管
内
で
車
上
ね
ら
い
が

急
増
し
て
い
ま
す
。

　

発
生
場
所
は
「
自
宅
駐
車
場
」
が
最

も
多
く
、「
夜
間
」に
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

車
上
ね
ら
い
の
多
く
は
、
車
両
内
に

放
置
さ
れ
た
バ
ッ
グ
、
財
布
等
が
被
害

に
遭
っ
て
い
ま
す
。

　

犯
人
は
放
置
さ
れ
た
目
に
と
ま
る
場

所
に
あ
る
貴
重
品
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

　

バ
ッ
グ
、
財
布
、
携
帯
電
話
な
ど
は

絶
対
に
車
内
に
残
さ
ず
、
必
ず
持
ち
出

し
て
下
さ
い
。

　

一
度
、
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
う
と
、

お
金
や
思
い
出
の
品
を
失
う
の
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
「
車
の
修
理
代
」「
免
許

証
や
カ
ー
ド
類
の
再
発
行
」「
家
の
鍵

の
変
更
」
等
、
多
く
の
二
次
被
害
を
生

み
ま
す
。

　

犯
人
に
狙
わ
れ
や
す
い
街
を
生
み
出

さ
な
い
た
め
に
も
、
絶
対
に
貴
重
品
を

車
内
に
放
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
火
曜
日
、

金
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
木
曜
日
に
開

設場　

所　

山
武
市
役
所

◆ 

平
成
23
年
度
「
多
重
債
務
・
ヤ
ミ
金

無
料
相
談
会
」
の
開
催
◆

日 　

時　

６
月
14
日
㈫　

午
前
10
時
～

午
後
４
時（
受
付　

午
後
３
時
ま
で
）

場 　

所　

山
武
市
役
所　

第
５
・
第
６
・

第
７
会
議
室

相 

談
対
応　

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
警

察
本
部
生
活
経
済
課
警
察
官

相 

談
予
約
受
付　

農
商
工
・
観
光
課　

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
２
０
１

※
原
則
と
し
て
事
前
予
約
と
し
、
相
談

時
間
は
概
ね
１
時
間

　学生は、在学中の納付を猶予する「学生
納付特例制度」が設けられています。
　保険料を未納のままにしておくと、病気
やケガで重い障害が残ったときに障害基礎
年金が受け取れないことがありますが、学
生納付特例が承認された期間は障害年金の
受給資格要件に含まれます。
　なお、猶予期間は、将来の老齢基礎年金
の年金額には含まれません。将来の年金額
を減らさないために、承認を受けてから
10 年間のうちに納付（追納）することが
できます（承認を受けた年度から３年度目
以降に追納する場合は、当時の保険料に一
定の加算額が加わります）。
対 象学生　大学、短期大学など、各種学校
（１年以上の就学課程に限る）の学生。

※夜間・定時制・通信課程も含み、前年の
所得が 118 万円以下が対象。
申 請先　市民課高齢者医療年金係・各出張

所
必要なもの　年金手帳、学生証等
　　市民課高齢者医療年金係　
　　☎（80）１１４２
　　千葉年金事務所
　　☎０４３（242）６３２８

問

国民年金

をご存知ですか

学生のみなさん、

『学生納付特例制度』




